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議会報告会を
開催します

　安中市議会は、議会活動の報告
会を行います。市民の皆さんと意
見交換を行い、その声を市政に反
映させ、より開かれた議会を目指
します。事前の申し込みは不要で
すので、多くのご参加をお待ちし
ています。

■日 ・■時 ①10月23日（水）午後6時～
　　　②10月25日（金）午後6時～
※両日とも1時間30分程度を予定
■場 ①松井田文化会館
　②安中市文化センター
■内 直近の議会における議決事項、
議会の活動状況報告、意見交換な
ど
■問 □本 議会事務局議事係
（☎内線1353）

マイナ保険証の登録
をしませんか

　マイナンバーカードを健康保険
証として利用するには申請・登録
が必要です。マイナポータル、医
療機関・薬局、セブン銀行ATM
で申請・登録できます。
　また、□本 市民課と国保年金課、
□松 住民福祉課では、マイナ保険証
の申請・登録支援も行っています
ので、ぜひご利用ください。
マイナンバーカードをお持ちでな
い人
　□本 市民課と□松 住民福祉課では、
写真撮影を行い、そのまま交付申
請できるタブレットで申請支援を
しています。
※タブレットのメンテナンスなど
で利用できない場合もあるので、
事前にお問い合わせください
出張申請受付サービスのご案内
　市職員が市内の入所型高齢者施
設などに伺い、マイナンバーカー
ド用の顔写真を無料で撮影し、申
請手続きを手伝います。後日、入
所している施設でカードを受け取
れます。本市に住民登録があり、
マイナンバーカードを初めて申請

する人が対象で、対象施設からの
申込みが必要です（実施日程は施
設の担当者と調整します）。
■問 □本 市民課窓口係
（☎内線1104・1105）

雇用のトラブル解決
をサポートします

　県労働委員会では、労働者個人
と事業主の労働条件などに関する
トラブル（個別的労使紛争）解決の
サポートをしています。
　経験豊かなあっせん員が両者の
間に立ち、話し合いによる解決を
目指します。
　費用は無料で、秘密は厳守しま
す。労使間のトラブルでお困りの
人は、ご相談ください。電話相談
も受付けています。
■対 県内事業所に勤務する労働者、
県内事業所の事業主
対象事案
解雇、雇止め、配置転換、懲戒処
分、パワハラなどの労働に関する
紛争
■￥ 無料
■問 ・■申 群馬県労働委員会事務局
（県庁26階）（☎027－226－2783）

　あんなか祭り実行委員会と安中
市商工会は、繋がり・連携の大切
さを発信することで関係を深め、
さらに安中市に活気を生むことを
目的に、市役所と安中体育館周辺
であんなか祭り・商工祭りを同日
開催します。多くのご来場をお待
ちしています。
■日 10月13日（日）
■場 市役所本庁、安中体育館周辺

■内 山車運行、みこしの練り歩き、
園児や学生・地域団体による演奏
など。
エアー遊具、段ボール迷路、ボー
リング大会などの無料体験。
キッチンカーやテントの出店（約
60店）
キーワードラリー、抽選会、観光
PR、花火大会（安中・松井田地区
の同時打上げ）。

あんなか祭り・商工祭りを開催します ■問 あんなか祭り➡安中青年会議所（☎382－2824）
　商工祭り➡安中市商工会（☎382－2828）

・訪問してきた業者に「近所の工事であいさつに
来た。お宅の屋根が壊れているのが見えたの
で、無料で点検してあげる」などと言われ、
「このままだと大変なことになる」などと不安
をあおられて、高額な契約を勧誘された。

・排水管の点検清掃をするという業者が訪ねてき
た。代金は1万円と言うので、清掃してもらっ
たところ、「排水管の一部が割れている」と言
われ、排水管の修理のほかに、床下を除湿する
工事で200万円の契約をしてしまった。

・「給湯器の定期点検をする」と電話があり、ガ
ス会社からの電話と思ったら、全く関係のない
業者で、不要な工事をさせられた。

〇「無料で点検」などと言って訪問し、点検後に消
費者の不安をあおり、工事などの契約を結ばせ
る手口です。一度契約すると次々と別の契約を
迫られるケースもあります。業者から訪問して
くる場合は、安易に点検をさせないようにしま
しょう。
〇業者から工事を勧誘されたとしても、その場で
契約しないようにしましょう。複数の業者から
見積もりを取って比較検討することが大切で
す。
〇訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け
取った日から8日以内であればクーリング・オフ
を行うことが可能です。すぐに消費生活セン
ターにご相談ください。

■問 市消費生活センター（☎382－2228）困ったときは、ひとりで悩まず、早めに消費生活センターまでご
相談ください。相談日時▶月～金曜日（祝日を除く）午前9時～午後4時30分

住宅修理の点検商法にご注意ください消費生活センター
からのお知らせ

- 事例 - - 助言 -

日にち
10／25（金）
10／31（木）

時　間
13:30～
17:15～

　　　　　  　　　　内　容
第10回農業委員会総会
納期限日夜間窓口（～19:30）

場　所
□本 201会議室

□本 収納課

イベント・インフォメーション カレンダー

だ　し

昨年度の商工祭りの様子

市議会■HP は
こちら


